
 

平成２３年度 国立大学法人東京芸術大学 年度計画 
 
 
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置   

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

【中期計画：１（１－１）芸術大学における教養教育の在り方についての指針を、平成25年度までに明

示する。】 

・ 全学の協力のもとに専門教育と有機的に連携した教養教育の充実を図るための方策等について、

教養教育検討センターを中心に検討を進める。 

 

【中期計画：２（１－２）教養教育及び芸術専門教育における専門基礎科目の内容、配分、履修方法等

について見直しを行い改善する。】 

・ 教養教育及び専門基礎科目等の現況を調査、確認し、内容や配分等について引き続き検討する。 

 

【中期計画：３（２－１）美術学部においては、領域、学科等を超えた横断的な芸術教育の可能性を検

討し、専門教育の充実を図る。】 

・ 領域、学科等を超えた横の連携による交流授業、研究等を推進する。  

 

【中期計画：４（２－２）音楽学部においては、カリキュラム等の見直しを平成25年度までに行い、専

門教育の充実を図る。】 

・ 音楽学部における専門教育の一層の高度化を図るための方策について検討を進める。 

 

【中期計画：５（３－１）実技をともなう芸術分野の博士課程における学位授与の審査方法・プロセス

の在り方を、平成24年度までに明確にする。】 

・ リサーチセンターにおいて、芸術分野における実技系博士課程の学位授与や審査方法等の在り方

についての「芸大プログラム」の提案に向けた原案作成に着手する。  

 

【中期計画：６（３－２）地域社会や産業界等との連携協力により、実践的な教育研究の場をつくり、

複合芸術教育を行う。】 

・ 地域社会や産業界等との連携を通じた実践的な教育研究を展開する。 

 

 

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

【中期計画：７（１－１）本学の伝統であり、芸術教育に欠かせない、少人数教育、個人指導を着実に

実施する教員配置を行う。】 

・ 引き続き、少人数グループ指導、個人レッスン等を着実に実施するため、それに即した指導体制

を構築する。 

 

【中期計画：８（１－２）展覧会・演奏会等多様な発表の場を確保し、教育研究活動の成果を積極的に

発信する。】 

・ 大学美術館、奏楽堂等の学内施設をはじめとした多様な発表の場を確保し、教育研究成果を発信

するとともに、本学公式Webサイト等を通じて広くその情報を公開する。 



【中期計画：９（１－３）大学美術館の施設や所蔵資料を活用した実践的な授業を展開し、学芸員課程

の充実を図る。】 

・ 大学美術館所蔵品を教材とした実践的な授業を継続する。また、大学院レベルにおける学芸員教

育課程について、教育研究機関の実態調査を引き続き行うとともに、平成24年度学芸員教育課程の

新カリキュラムを検討・設定する。  

 

【中期計画：10（１－４）教職員や学生の制作・表現活動等を支援するため、ネットワーク環境を整備

し､ポータルサイトを構築する。】 

・ 教職員や学生の制作・表現活動等を支援するため、共通認証基盤を中心とした情報集約・利活用

環境を整備する。 

 

【中期計画：11（２－１）学部・研究科毎の委員会等において、社会的状況等を勘案し、入学定員や組

織等についての見直しを行う。】 

・ 入学定員等の見直しについて、社会的状況の変化等の観点から各学部及び研究科において引き続

き検討を行う。  

 

【中期計画：12（３－１）学生による授業評価アンケートを、定期的に実施する。】 

・ 授業の実施方法等の改善や質的向上を図るため、全ての専任教員を対象に「学生による授業評価

アンケート」を実施する。 

 

【中期計画：13（３－２）講評会、公開レッスン等の実施を、教育力評価に活用する。】 

・ 講評会や公開レッスン等を実施し、本学におけるＦＤの方策等を検討する。 

 

【中期計画：14（３－３）ＦＤに関する研修会、講演会等を実施する。】 

・ ＦＤに関する研修会、講演会等を継続的に実施する。 

 

 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

【中期計画：15（１－１）アドミッションポリシー・教育方針・教育内容等について、印刷物やｗｅｂ

サイトを通じて平成24年度までに具体的に明示する。】 

・ 引き続き、教育方針や教育内容等について、明確な方針を作成する。 

 

【中期計画：16（１－２）学生支援体制（修学支援、生活支援、各種相談等）を充実させる。】 

・ 学生の修学、生活、相談における体制等の検証を行い、必要に応じて見直しを行う。 

 

【中期計画：17（１－３）奨学寄付金の拡充等により、学生への経済的支援を強化する。】 

・ 新たな奨学金及び奨励金の創設について検討する。 

さらに、平成23年３月に発生した東日本大震災により授業料等の納付が困難となった学生に対し、 

経済的理由により修学を断念することがないよう、授業料免除等の経済的支援に関する制度の充実 

を図る。 

 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 



【中期計画：18（１－１）伝統文化や新たな芸術表現創造に関する研究成果を、展覧会や演奏会等を通

して広く社会に発信する。】 

・ 伝統文化や新たな芸術表現創造に関する研究成果について、展覧会や演奏会等を通して継続的に

発信する。 

 

【中期計画：19（１－２）研究プロジェクトの活性化を図り、本学の教育研究成果の社会への還元を図

るための基盤を強化する。】 

・ 学内研究支援制度である「学内プロジェクト等」を活用し、学外の大型プロジェクトへの応募を

促進する。 

 

【中期計画：20（１－３）本学歴史的資料等の収集・保存体制の見直しを行い､アーカイヴズとしての

機能強化､情報発信等の体制を整備する。】 

・ 本学の歴史的資料等を効果的に収集・保存するための組織体制について整備する。 

 

【中期計画：21（１－４）芸術分野の他領域の研究者と連携し、複合的領域の研究を実施する。】 

・ 学部・研究科等を超えた横断的連携のもと、複合的領域の研究を展開する。 

 

【中期計画：22（１－５）他分野の研究者及び他機関と連携した学際的領域に関する共同研究等の実施

を推進する。】 

・ 他分野の研究者及び他機関と連携し、共同研究等を継続的に実施する。 

 

 

（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

【中期計画：23（１－１）国公立５芸術大学を中心とした連携の拡大とともに私立の芸術系大学とのネ

ットワークを構築し、交流活動を活性化させる。】 

・ 国公立５芸術大学との交流活動を継続的に実施するとともに、首都圏芸術系大学とのネットワー

ク展開を検討する。 

 

【中期計画：24（１－２）研究者及び学生の研究交流を充実させるため、国際交流協定締結校を中心に

ネットワークを強化する。】 

・ 国際交流協定締結校等との交流プロジェクトを継続的に実施する。また、若手研究者を海外へ派

遣し、研究交流を充実させる。 

 

【中期計画:25（１－３）今後の運営費交付金等の動向による財政的制約の中で実施可能なサバティカ

ル制度の内容や導入方法等を検討し、教（職）員の研究・研修の活性化を図る。】 

・ 引き続き、他大学や他機関におけるサバティカル制度の内容や導入方法等の実状について調査検

討する。 

 

 

３ その他の目標を達成するための措置 

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置 

【中期計画：26（１－１）自治体、企業等との連携により、芸術に関する各種プロジェクト、展覧会、

演奏会等を実施する。】 

・ 自治体、企業等と連携し、芸術分野に関する各種プロジェクトを継続的に実施する。 



 

【中期計画：27（１－２）大学美術館、奏楽堂の施設や学内ギャラリー、音楽ホール等で、所蔵品の展

示や教育研究成果を発表する展覧会、演奏会等を開催する。】 

・ 所蔵品の展示並びに教育研究成果の発表である展覧会や演奏会を継続的に開催する。 

 

【中期計画：28（２－１）生涯学習やリカレント教育の観点から、社会人受け入れ方法等の見直しやプ

ロジェクト等を実施する。】 

・ 社会人を対象とした教育プログラム等を引き続き検討する。  

 

【中期計画：29（２－２）専門教育で培ってきたノウハウを生かし､社会のニーズに対応した公開講座

を実施する｡】 

・ 社会的ニーズに対応し、本学の特性を活かした公開講座を実施する。 

 

 

（２）国際化に関する目標を達成するための措置 

【中期計画：30（１－１）国際交流協定締結校を中心に､海外から優れた教員や研究者を招聘し､ワーク

ショップ､演奏指導、講演等を実施する。】 

・ 海外から優れた教員や研究者を招聘し、交流プログラム等を継続的に実施する。 

 

【中期計画：31（１－２）アジアにおける芸術研究の拠点大学となるべく、研究成果発表や情報交換の

機会を提供する。】 

・ アジア総合芸術センターが中心となり、アジア各国の芸術系大学等との連携・交流プロジェクト

を引き続き実施する。 

 

【中期計画：32（２－１）外国人学生・研究者の受入れ体制を構築する。】 

・ 他大学における外国人学生・研究者の受入れ体制等に関する実態調査を行う。 

 

【中期計画：33（２－２）日本人学生の海外留学を支援する。】 

・ 日本人学生を対象とした海外留学支援に関する方策について引き続き検討する。 

 

 

（３）附属学校に関する目標を達成するための措置 

○教育に関する目標を達成するための措置 

【中期計画：34（１－１）専門性を高めるカリキュラムと高等学校としての全体教育とのバランスを考

慮した新カリキュラムを作成する。】 

・ 平成25年度より実施される新教育課程への移行期にあたり、授業科目の内容等を引き続き検討す

る。 

 

【中期計画：35（１－２）演奏活動の充実と向上を図るため、音楽学部との連携授業（オーケストラ、

ソルフェージュ等）を着実に実施する。】 

・ オーケストラ、ソルフェージュ等に関する授業を、音楽学部教員と連携して引き続き実施する。 

 

【中期計画：36（１－３）音楽学部教員との連携を推進し、より効果的な授業方法の開発や研究を行 

う。】 

・ 音楽学部教員と連携し、より効果的な授業方法等の研究を進める。 

 

【中期計画：37（１－４）入学者の選抜方法や広報の仕方を検討し、生徒募集の方法を改善する。】 



・ 入学者選抜試験や生徒募集に係る広報等について、見直しを行う。 

 

【中期計画：38（１－５）教員の教育・研究能力の向上を図るため、学内外の研究会等において成果を

公表・発信する。】 

 ・ 研究計画書に基づく研究を継続的に実施するとともに、各種研究協議会等へ積極的に参加する。 

 

○学校運営に関する目標を達成するための措置 

【中期計画：39（１－１）学部と一体となった附属学校の運営を推進するため、重要事項検討の際に 

は、理事・学部長が加わるなど、執行部の指導によるマネジメント体制を整える。】 

・ 引き続き、附属高校のマネジメント体制について検討する。 

 

【中期計画：40（１－２）学校運営の向上と充実を図るため、学校評価の内容・方法を検討し、着実に

実施する。】 

・ 学校運営の向上と充実を図るため、引き続き、学校評価の在り方を検討する。 

 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

【中期計画：41（１－１）理事室の任務・役割分担の見直しを平成２３年度までに行い、各室の活動を

強化する。】 

・ 理事室の任務・役割分担の見直しを進める。 

 

【中期計画：42（１－２）学長のリーダーシップを推進するため、学長裁量経費の新たな配分方式を平

成２３年度までに策定し、実施する。】 

・ 学長裁量経費の新たな配分方式を踏まえ、学長のリーダーシップのもと経費の配分を行う。 

 

【中期計画：43（１－３）任期制、公募制により教員を採用する方式を着実に実施するとともに、女性

教員、外国人教員等の能力の活用に努める。】 

・ 任期制、公募制により教員を採用する方式を着実に実施する。 

 

【中期計画：44（１－４）任期更新時を基本に教員の評価を着実に実施する。】 

・ 任期更新時を基本に教員の評価を着実に実施する。 

 

【中期計画：45（１－５）事務職員の人事評価制度の適正な評価方法の構築と評価結果の活用方策を策

定し、実施する。】 

・ 業績評価及び能力評価の方式により、事務職員の人事評価（第３次試行）を実施し、その検証を

行う。 

 

【中期計画：46（１－６）社会貢献への方針を明確にするため、社会連携ポリシーを平成２５年度まで

に策定する。】 

・ 教員の社会貢献活動状況について調査・分析を行う。 

 

 

２ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 



【中期計画：47（１－１）複雑化・高度化する業務に対応できる職員を育成するため、計画的な研修を

始め幅広いＳＤを実施する。】 

・ 事務職員を対象とした分野別研修を企画し、実施する。 

【中期計画：48（１－２）外部委託やパート職員の活用を進めるため、定型的な業務についてのマニュ

アルを平成25年度までに整備する。】 

・ 定型的業務に係るマニュアル作成のため、前年度実施した業務内容等の調査結果を引き続き分析

する。 

 

【中期計画：49（１－３）事務の効率化を図るため、他機関との事務の共同実施や複数年契約を着実に

実施する。】 

・ 事務の一層の合理化、効率化を図るための方策について検討を行うとともに、他機関との事務の

共同実施や複数年契約を着実に実施する。 

 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加及び資産の運用管理の改善に関する目標を達成する

ための措置 

【中期計画：50（１－１）展覧会及び演奏会事業等を外部団体等と共同開催することにより、事業費に

外部資金を導入する。】 

・ 展覧会等を自治体・新聞社等と共同開催し、本学負担の事業費を抑制する。 

 

【中期計画：51（１－２）使用目的を明記した基金、包括的な基金など幅広い方法で、外部資金を獲得

する。】 

・ 外部資金を幅広く獲得するための方策等について検討するとともに、新たな外部資金を獲得す 

る。 

 

【中期計画：52（１－３）科学研究費補助金、政府や各種の財団研究費等、競争的研究資金の募集に積

極的に応募する。】 

・ 公的な補助金や研究費等に対して積極的に応募できる環境を引き続き整備する。 

・ 研究助成情報を Web 等で提供するとともに、これまでの情報提供について検証を行う。 

 

【中期計画：53（１－４）大学資産の有効活用を図るため、活用方策や料金設定等の見直しを行う。】 

・ 大学美術館所蔵資料等の活用方策のあり方について検討するとともに、各種料金設定について検

証し、必要に応じ見直しを行う。適正な料金設定について検討する。 

・ 施設の利用状況を調査し、今後の運営方法・利用方法等について引き続き検討する。 

 

 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

【中期計画：54（１－１）総人件費改革の実行計画を踏まえ、常勤役員報酬及び承継職員給与につい 

て、平成１７年度の人件費予算相当額をベースとして、平成２３年度までに概ね６％の人件費の削減

を図る。】 

・ 総人件費改革の実行計画を踏まえ、常勤役員報酬及び承継職員給与について、平成１７年度の人

件費予算相当額をベースとして、概ね６％の人件費の削減を図る。 

 



【中期計画：55（１－２）光熱費等の使用量を抑制するため、年度毎に使用計画を策定する。】 

・ 光熱費等の使用量を抑制するための使用計画に基づき、着実に実施する。 

 

【中期計画：56（１－３）経費を抑制し支出の削減を図るため、業務委託方法等についての見直しを行

い改善する。】 

・ 業務委託の見直しを行うため、非常勤職員及び派遣職員が行っている業務の実態調査を引き続き

行う。 

 

 

Ⅳ  自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

【中期計画：57（１－１）大学機関別認証評価を受審し、その評価結果は自己評価書とともに社会に公

表し、説明責任を果たす。】 

・ 大学評価・学位授与機構による大学機関別認証評価結果及び自己評価書について、本学公式Web

サイトを通じ社会に公表する。 

 

【中期計画：58（１－２）学生の意見を聴取するため、定期的に学生の意識調査を実施する。】 

・ 昨年度に実施した「学習と学生生活アンケート2010」について、調査結果をもとに分析を行う。 

 

【中期計画：59（１－３）大学評価を効率的に行うため、平成25年度までにデータベースを構築す 

る。】 

・ 大学評価を効率的に行うため、中期目標・計画の進捗管理システム及び教員情報データベースを

試行的に運用し、本稼働に向けた環境を整備する。 

 

 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 

【中期計画：60（１－１）本学の実情や機能等をより効率的に情報提供し、利便性の向上を図るため、

平成２６年度までに公式Webサイトを新たな情報発信手段に対応するものにリニューアルする。】 

・ 本学公式Webサイトリニューアルに向け、全体構想及び仕様内容について検討する。 

 

【中期計画：61（１－２）東京藝術大学出版会の基礎を確立させるため、教員等の教育・研究成果を社

会に発信する刊行物等の出版数を増加させる。】 

・ 本学教員の教育・研究成果を社会に発信する刊行物等の出版に対する助成を行うとともに、出版

業務の担当体制を検証する。 

 

【中期計画：62（１－３）藝大アートプラザにおいて、教員及び学生の教育研究成果物を積極的に展 

示・頒布する。】 

・ 藝大アートプラザにおける展示・頒布活動としての展示企画展等を実施し、本学Webサイト等で

も広報する。 

 

【中期計画：63（１－４）附属図書館所蔵の貴重資料を学内外に広く公開するため、画像データベース

化の推進と資料の展示を定期的に行う。】 

・ 貴重資料の画像データベース化を推進するとともに、貴重資料の継続的な修復及び展示を行う。 

 



 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

１ 施設設備の整備・活用等及び安全管理に関する目標を達成するための措置 

【中期計画：64（１－１）安全性確保のため、建物の耐震診断を行い、計画的に改修工事を実施す 

る。】 

・ 長期的な改修工事を計画的に進めるため、キャンパスグランドデザインを検討する。 

 

【中期計画：65（１－２）省エネルギー化及びＣＯ２削減に向け、高効率設備機器への更新を行う。】 

・ 省エネルギー化及びＣＯ２削減に向けた、高効率設備機器への更新計画に基づき、順次、機器の

更新を行う。 

 

【中期計画：66（１－３）既存の教育研究施設の専有及び共用スペースの使用状況の調査を定期的に実

施し、有効活用を図る。】 

 ・ 専有及び共用スペースの運用実態の調査に基づき、継続的に施設の有効活用を図る。 

 

【中期計画：67（１－４）法人のリスクを分析し、業務遂行における多様な危険性に適応できるマニュ

アルを作成する。】 

・ 海外活動中のリスク対応マニュアルなど多様な危険性に対応できるマニュアルの作成に向けて準

備を進める。 

 

【中期計画：68（１－５）教職員の安全衛生意識を向上させるため、労働安全衛生マネジメントシステ

ムの逐次導入、安全衛生教育の体系化、訓練を行う。】 

・ 労働安全衛生マネジメントシステム導入のための施策を行う。また、安全衛生教育の実施及び防

災設備を用いた訓練を継続的に実施する。 

 

【中期計画：69（１－６）教職員の情報セキュリティー意識を向上させるため、情報機器利用に関する

ポリシーの策定を行い、計画的に研修等を実施する。】 

・ 情報機器の取り扱いに関するポリシーを引き続き策定する。また、情報セキュリティーに関する

研修、リーフレットの配布等を実施する。 

 

 

２ 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

【中期計画：70（１－１）監事監査や内部監査等の結果を運営改善に反映するシステムを強化する。】 

・ 監事監査や内部監査の結果等を運営改善に反映させるための方式が、改善実行の促進等に効果的

に働いているか検証を行う。 

 

【中期計画：71（１－２）教職員の法令遵守に関する意識向上を図るため、ハラスメント防止等の法令

の周知徹底及び研修会等を定期的に実施する。】 

・ 法令遵守に関し周知徹底を図るため、法令遵守に関する研修会を実施する。 

 

 

Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画 

別紙参照 

 



Ⅶ 短期借入金の限度額 

○ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

１３億円 

 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入れること

が想定されるため。 

 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

○ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

石神井寮（東京都練馬区上石神井３丁目２番26号）の土地（6,303.67㎡）を譲渡する。 

 

 

Ⅸ 剰余金の使途 

○ 決算において剰余金が発生した場合は， 

・ 教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

 

 

Ⅹ その他 

１ 施設・設備に関する計画 

 

施設・設備に関する計画 

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 

・小規模改修 

 

・災害復旧工事 

総額 

４２ 

施設整備費補助金  （16百万） 

 

国立大学財務・経営センター施設

費交付金  （26百万円） 

注）金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や， 

老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。 

 

２ 人事に関する計画 

（１）教員の任期制 

東京芸術大学における教育研究の活性化を図るとともに、社会に対して本学の教育研究水準の質

的保証を図る観点から、任期制により大学教員を採用し、任期更新時に教員の評価を確実に実施す

る。 

（２）専門性のある事務職員の育成 

高等教育機関としての専門的な業務に対応できるよう、資格取得者の採用などを含め高度な専門

性をもった職員の育成に努める。 

（３）事務職員の研修計画 

    職員の能力開発や意識向上を図るため、次の職員研修（外部研修を含む。）を実施するとともに、

新たな研修を企画し、実施する。 

１）新規採用者研修 



２）階層別研修 

３）専門性研修 

 

（参考１） 平成２３年度の常勤職員数 １３５人 

また，任期付き常勤職員数の見込みを１９２人とする。 

（参考２） 平成２３年度の人件費総額見込み ４,６５７百万円（退職手当は除く） 

 

３ 災害復旧に関する計画 

平成２３年３月に発生した東日本大震災により被災した施設の復旧整備をすみやかに行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙）予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

１．予 算 

平成２３年度 予算 

（単位：百万円） 

区 分 金 額 

収入 

 運営費交付金 

   うち補正予算による追加 

 施設整備費補助金 

   うち補正予算による追加 

 施設整備資金貸付金償還時補助金 

 補助金等収入 

 国立大学財務・経営センター施設費交付金 

 自己収入 

   授業料，入学金及び検定料収入 

   財産処分収入 

   雑収入 

 産学連携等研究収入及び寄附金収入等 

 長期借入金収入 

 目的積立金取崩 

 

計 

       

４,８３１ 

   １０ 

   １６ 

         １６ 

          ０ 

          ０ 

         ２６ 

      ２,１２５ 

      ２,０１６ 

          ０ 

        １０９ 

        ４４５ 

          ０ 

          ０ 

 

      ７,４４３ 

支出 

 業務費 

   教育研究経費 

施設整備費 

  うち施設災害復旧事業 

 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 

 長期借入金償還金 

 

計 

 

      ６,９５６ 

      ６,９５６ 

         ４２ 

         １６ 

         ４４５ 

          ０ 

 

      ７,４４３ 

 

※ 施設整備費補助金収入には、平成２３年度補正予算（第１号）により措置された東日本大震 

災により被災した施設に係る災害復旧事業（うち施設分１６百万円）が含まれている。 

※ 運営費交付金収入には、平成２３年度補正予算（第３号）により措置された東日本大震災に 

 より被災した学生等に係る授業料等免除事業（１０百万円）が含まれている。 

  また、授業料、入学金及び検定料収入の変更は、東日本大震災により被災した学生等に対す 

る授業料等免除の実施に伴うものである。 

 

［人件費の見積り］ 

  期間中総額４,６５７百万円を支出する。（退職手当は除く） 

 （うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額２，８０９百万円） 

 注）退職手当については､国立大学法人東京芸術大学役員退職手当規則及び東京芸術大学職員退

職手当規則に基づいて支給することとするが､運営費交付金として交付される金額については､

本年度の予算編成過程において国家公務員退職手当法に準じて算定される。  



２．収支計画 

平成２３年度 収支計画 

（単位：百万円） 

区 分 金 額 

 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

  うち施設災害復旧事業 

受託研究費等 

役員人件費 

教員人件費 

職員人件費 

一般管理費 

財務費用 

雑損 

減価償却費 

臨時損失 

 

 

７,３７４ 

      ６,８５６ 

      １,６６５ 

         １６ 

    ２６５ 

６５ 

３,８１２ 

      １,０４９ 

        ３４７ 

          ０ 

          ０ 

        １７１ 

          ０ 

収入の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

 うち補正予算による追加 

授業料収益 

入学金収益 

検定料収益 

受託研究等収益 

補助金等収益 

  うち補正予算による追加 

寄附金収益 

財務収益 

雑益 

資産見返負債戻入 

臨時利益 

純利益 

総利益 

 

７,３７４ 

      ４,７８０ 

         １０ 

      １,４８０ 

        ２５９ 

        １２２ 

        ２６５ 

         １６ 

                 １６ 

  １７２ 

    ３ 

        １０６ 

       １７１ 

          ０ 

          ０ 

          ０ 

 

※ 補助金等収益には、平成２３年度補正予算（第１号）により措置された東日本大震災に 

より被災した施設に係る災害復旧事業（うち施設分１６百万円）が含まれている。 

※ 運営費交付金収益には、平成２３年度補正予算（第３号）により措置された東日本大震 

災により被災した学生等に係る授業料等免除事業（１０百万円）が含まれている。 

  また、授業料収益及び入学金収益の変更は、東日本大震災により被災した学生等に対す 

る授業料等免除の実施に伴うものである。 

 

 注）受託研究費等は､受託事業費､共同研究費及び共同事業費を含む。 

注）受託研究等収益は､受託事業収益､共同研究収益及び共同事業収益を含む。 



３．資金計画 

平成２３年度 資金計画 

（単位：百万円） 

区 分 金 額 

 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

  うち施設災害復旧事業 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

 うち補正予算による追加 

授業料，入学金及び検定料による収入 

受託研究等収入 

寄附金収入 

その他の収入 

投資活動による収入 

施設費による収入 

  うち補正予算による追加 

その他の収入 

財務活動による収入 

前年度よりの繰越金 

 

      ９,８０３ 

      ７,１２７ 

        ２５３ 

         １６ 

          ０ 

      ２,４２３ 

 

      ９,８０３ 

      ７,３４４ 

      ４,７７４ 

                 １０ 

      ２,０１６ 

        ２６５ 

        １７７ 

        １１２ 

         ４２ 

         ４２ 

１６ 

          ０ 

          ０ 

      ２,４１７ 

 

※ 資金収入には、平成２３年度補正予算（第１号）により措置された東日本大震災により被災し 

た施設に係る災害復旧事業（うち施設分１６百万円）が含まれている。 

※ 資金収入には、平成２３年度補正予算（第３号）により措置された東日本大震災により被災し 

た学生等に係る授業料等免除事業（１０百万円）が含まれている。 

また、授業料、入学金及び検定料による収入の変更は、東日本大震災により被災した学生等に 

対する授業料等免除の実施に伴うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（学部の学科，研究科の専攻等） 

 

美術学部 

 

 

 

 

 

 

 

音楽学部 

絵画科     ３２０人 

彫刻科      ８０人 

工芸科     １２０人 

デザイン科   １８０人 

建築科      ６０人 

芸術学科     ８０人 

先端芸術表現科 １２０人 

 

作曲科      ６０人 

声楽科     ２１６人 

器楽科     ３９２人 

指揮科       ８人 

邦楽科     １００人 

楽理科      ９２人 

音楽環境創造科  ８０人 

美術研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵画専攻     ９４人 

うち修士課程 ９４人 

博士課程  ０人 

彫刻専攻     ３０人 

うち修士課程 ３０人 

博士課程  ０人 

工芸専攻     ５６人 

うち修士課程 ５６人 

博士課程  ０人 

デザイン専攻   ６０人 

うち修士課程 ６０人 

博士課程  ０人 

建築専攻     ３２人 

うち修士課程 ３２人 

博士課程  ０人 

芸術学専攻    ４２人 

うち修士課程 ４２人 

博士課程  ０人 

先端芸術表現専攻 ４８人 

うち修士課程 ４８人 

博士課程  ０人 

文化財保存学専攻 ６６人 

うち修士課程 ３６人 

博士課程 ３０人 

美術専攻     ７５人 

うち修士課程  ０人 

博士課程 ７５人 



音楽研究科 作曲専攻     １６人 

うち修士課程 １６人 

博士課程  ０人 

声楽専攻     ４０人 

うち修士課程 ４０人 

博士課程  ０人 

器楽専攻     ８８人 

うち修士課程 ８８人 

博士課程  ０人 

指揮専攻      ６人 

うち修士課程  ６人 

博士課程  ０人 

邦楽専攻     １８人 

うち修士課程 １８人 

博士課程  ０人 

音楽文化学専攻  ７０人 

うち修士課程 ７０人 

博士課程  ０人 

音楽専攻     ７５人 

うち修士課程  ０人 

博士課程 ７５人 

映像研究科 映画専攻     ６４人 

うち修士課程 ６４人 

博士課程  ０人 

メディア映像専攻 ３２人 

うち修士課程 ３２人 

博士課程  ０人 

アニメーション専攻 ３２人 

うち修士課程 ３２人 

博士課程  ０人 

映像メディア学専攻 ９人 

うち修士課程  ０人 

博士課程  ９人 

別科 ６０人 

音楽学部附属 

音楽高等学校 

１２０人 

学級数 ３ 

 

 

 


